
号

外�三十
平

成
二
十
年

四

月

一

日

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

教
育
総
務
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
同

)

二

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

(

同

)

三

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

○
教
育
長
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

三

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)
四

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

四

教
育
委
員
会
規
則

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

田

島

一

男

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

教
育
に
関
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

第
一
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

教
育
委
員
会
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
職
員
の
任
免
そ

の
他
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

第
一
条
第
一
項
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一

教
育
委
員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

第
一
条
第
一
項
第
二
十
号
中｢

施
設
の
六
日
以
内
の
使
用
許
可｣

を｢

使
用
許
可
及
び
使
用
許
可
の

取
消
し
に
関
す
る
こ
と｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号

と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。十

二

教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
状
況
の
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る

こ
と
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
四
月
一
日



図
書
整
理
員

上
司
の
命
を
受
け
、
図
書
の
貸
出
・
返
却
、
分
類
・
整
理
等
の
補
助
業
務
に
従

事
す
る
。

第
四
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
一
条
第
一
項
第
十
一
号
中
法
令
の
改
正
に
伴
う
も
の
、
市
町
村
合
併
に
伴
う
も
の
そ
の
他
の

軽
易
な
内
容
の
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

教
育
長
は
、
前
項
第
二
号
の
事
務
を
補
助
機
関
に
専
決
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

田

島

一

男

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
教
育
研
修
課
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

教
育
関
係
資
料
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
表
学
校
支
援
課
の
項
第
十
二
号
中｢

振
興｣

を｢

指
導｣

に
改
め
、
同
項
中
第
十
四
号
を

削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
す
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
条
の
二

事
務
局
に
義
務
教
育
総
括
監
を
置
き
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

２

義
務
教
育
総
括
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
義
務
教
育
に
関
す
る
関
係
課
の
事
務
を
処
理
し
、
又

は
教
育
長
が
特
に
命
じ
た
重
要
施
策
に
係
る
事
務
を
処
理
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

田

島

一

男

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
学
校
以
外
の
教
育
機
関
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会

規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
三
第
三
項
中｢

学
芸
課｣

を｢

学
芸
部｣

に
改
め
る
。

第
二
条
の
四
第
一
項
の
表
サ
ー
ビ
ス
課
の
項
第
三
号
中｢

先
人
コ
ー
ナ
ー｣

を｢

企
画
展
示
室｣

に

改
め
、
同
表
世
界
分
布
図
セ
ン
タ
ー
室
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を

第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中｢

及
び
課｣

を
削
り
、
同
項
の
表
中｢

学
芸
課｣

を｢

学
芸
部｣

に
改

め
る
。

第
四
条
の
二
中｢

図
書
館｣

の
下
に｢

、
博
物
館｣

を
加
え
る
。

第
九
条
第
二
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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海

津

特

別

支

援

学

校

岐

阜

本

巣

特

別

支

援

学

校

海

特

岐

本

特

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

田

島

一

男

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中｢

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
長
等｣

を｢

義
務
教
育
総
括
監
等｣

に
改
め
、｢

事
務
局

組
織
規
則｣

の
下
に｢

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
教
育
総
括
監
、｣

を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中｢

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
長
等｣

を｢

義
務
教
育
総
括
監
等｣

に
改

め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中｢

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
長
等
名｣

を｢

義
務
教
育
総
括
監
等
名｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中｢

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
長
等｣

を｢

義
務
教
育
総
括
監
等｣

に
改
め
る
。

別
表
岐
阜
希
望
が
丘
特
別
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
大
垣
特
別
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

田

島

一

男

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
倫
理
規
程(

平
成
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
一
号
イ
中｢

管
理
監
及
び
課
長
補
佐
以
下
の
職
員｣

を｢

課
長
相
当
職
以
下
の
職

員(

服
務
管
理
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。)｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中｢

服
務
管
理
者｣

の
下
に｢

、
義
務

教
育
総
括
監｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

教
育
長
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

教
育
長
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

教
育
長
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
二
十
六
条
第
二
項｣

を｢

第
二
十
六
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一

教
育
財
産
の
使
用
許
可(

重
要
な
も
の
を
除
く
。)

又
は
使
用
許
可
の
取
消
し
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
教
育
事
務
所
長
の
項
中
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
削
り
、
第
九
号
を
第
六
号
と
し
、
同
表
県

立
学
校
の
校
長
の
項
第
二
号
を
削
る
。
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一

職
員
の
任
免
等

に
関
す
る
事
務

一

職
員
の
任
免
等

に
関
す
る
事
務

九

教
育
財
産
に
関

す
る
事
務

１

非
常
勤
講
師
の
任
免

１

県
費
負
担
教
職
員
の
う
ち
臨
時
的
任
用
職
員
の
任
免

２

非
常
勤
講
師
の
任
免

３

県
費
負
担
教
職
員
の
育
児
休
業
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認

１

教
育
財
産
の
使
用
許
可(

重
要
な
も
の
を
除
く
。)

又
は
使
用
許

可
の
取
消
し

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

こ
の
訓
令
は｣

の
下
に｢

、
教
育
委
員
会｣

を
加
え
る
。

第
二
条
第
二
号
中｢

そ
れ
ぞ
れ｣

を｢

教
育
委
員
会
、｣

に
改
め
、｢

常
時｣
の
下
に｢

教
育
委
員
会
、｣

を
加
え
、
同
条
第
七
号
中｢

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
長
等｣

を｢

義
務
教
育
総
括
監
等｣

に
改
め
、｢

事

務
局
組
織
規
則｣

の
下
に｢

第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
義
務
教
育
総
括
監
、｣
を
加
え
る
。

第
五
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
長
等｣

を｢

義
務
教
育
総
括
監
等｣

に
改

め
る
。

第
七
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

教
育
事
務
所
長
の
専
決
事
項)

第
七
条
の
三

教
育
事
務
所
長
が
専
決
で
き
る
事
項
は
、
別
表
第
三
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

(

県
立
学
校
長
の
専
決
事
項)

第
七
条
の
四

県
立
学
校
長
が
専
決
で
き
る
事
項
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中｢

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
長
等｣

を｢

義
務
教
育
総
括
監
等｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
の
表
岐
阜
県
博
物
館
及
び
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
の
項
中｢

岐
阜
県
博
物
館
及

び｣

を
削
り
、
同
表
岐
阜
県
図
書
館
及
び
岐
阜
県
美
術
館
の
項
中｢

岐
阜
県
図
書
館｣

の
下
に｢

、
岐

阜
県
博
物
館｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
二
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

臨
時
的
任
用
職
員
及
び
非
常
勤
の
職
員
の
任
免

別
表
第
一
中
九
の
項
を
十
の
項
と
し
、
八
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三(

第
七
条
の
三
関
係)

別
表
第
四(

第
七
条
の
四
関
係)

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
三
号

事

務

局

一

般

各

教

育

機

関

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
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岐
阜
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
程(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
教
育

委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
第
一
順
位

小
山
徹
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
次
長

｢

第
一
順
位

鹿
野
孝
紀
教
育

本
則
中

第
二
順
位

近
藤
登
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
次
長｣

を

第
二
順
位

藤
井
清
敏
教
育

委
員
会
事
務
局
教
育
次
長

委
員
会
事
務
局
教
育
次
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成20年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年４月１日 ( )６

平
成
二
十
年
四
月
一
日
印
刷

平
成
二
十
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


